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建設環境委員会会議録 

 

令和３年１０月１５日 金曜日 

  午前１０時００分開議 

  午前１１時４３分閉議（実時間９７分） 

                              

○本日の会議に付した案件 

１．議案第１０８号・令和３年度八代市一般会

計補正予算・第７号（関係分） 

１．議案第１１５号・八代市営墓園条例の一部

改正について 

１．議案第１０７号・令和２年度八代市下水道

事業会計利益の処分及び決算の認定につい

て 

１．所管事務調査 

 ・都市計画・建設工事に関する諸問題の調査 

 ・生活環境に関する諸問題の調査 

                              

○本日の会議に出席した者 

委 員 長  上 村 哲 三 君 

副委員長  谷 川   登 君 

委  員  太 田 広 則 君 

委  員  木 村 博 幸 君 

委  員  谷 口   徹 君 

委  員  前 川 祥 子 君 

委  員  山 本 幸 廣 君 

 

※欠席委員         君 

                              

○委員外議員出席者中発言の許可を得た者 

               君 

                              

○説明員等委員（議）員外出席者 

 建設部長       沖 田 良 三 君 

  建設部次長     高 木 剛 生 君 

  住宅課長      早 木 浩 二 君 

  土木課長      竹 原 彰 吾 君 

  下水道総務課長   奥 村 勝 己 君 

  理事兼 
            涌 田 直 美 君 
  下水道建設課長 
 

 市民環境部 

  理事兼環境課長   武 宮   学 君 

                              

○記録担当書記     緒 方 康 仁 君 

 

（午前１０時００分 開会） 

○委員長（上村哲三君） それでは、定刻とな

り、定足数に達しましたので、ただいまから建

設環境委員会を開会いたします。 

 本日の委員会に付します案件は、さきに配付

してあります付託表のとおりであります。 

                              

◎議案第１０８号・令和３年度八代市一般会計

補正予算・第７号（関係分） 

○委員長（上村哲三君） 最初に予算議案の審

査に入ります。 

 議案第１０８号・令和３年度八代市一般会計

補正予算・第７号中、当委員会関係分を議題と

し、説明を求めます。 

○建設部長（沖田良三君） 皆さん、おはよう

ございます。（｢おはようございます」と呼ぶ

者あり）建設部長、沖田でございます。 

 それでは、本委員会に付託をされました議案

のうち、議案第１０８号・令和３年度八代市一

般会計補正予算・第７号中、建設部所管分であ

ります第７款・土木費につきまして高木次長よ

り説明いたさせますので、御審議方よろしくお

願いをいたします。 

○建設部次長（高木剛生君） おはようござい

ます。（｢おはようございます」と呼ぶ者あり）

建設部の高木でございます。よろしくお願いし

ます。着座にて説明させていただいてよろしい

でしょうか。 

○委員長（上村哲三君） はい、どうぞ。 

○建設部次長（高木剛生君） それでは、お手

元の議案第１０８号・令和３年度八代市一般会
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計補正予算書、第７号をお願いいたします。 

 ３ページをお開きください。 

 第１表・歳入歳出予算補正のうち、歳出につ

いて御説明いたします。 

 款７・土木費を８７５０万円増額補正し、補

正後の額は５１億７８１９万１０００円として

おります。その内訳は、項１・土木管理費を２

５０万円増額、項２・道路橋梁費を２１００万

円増額、項５・都市計画費を１９００万円増額、

項６・住宅費を４５００万円増額するものでご

ざいます。 

 次に、詳細を御説明いたします。１５ページ

をお開きください。１５ページ中段の表を御覧

ください。 

 款７・土木費、項１・土木管理費、目２・建

築総務費は、補正額２５０万円を加えて３億２

４３４万９０００円としております。補正額の

財源内訳につきましては、その他の欄に記載し

ております、まちづくり交流基金からの繰入金

が２５０万円でございます。補正額の内訳は、

節１８・負担金補助及び交付金を２５０万円増

額するものでございます。 

 内容は、表の右、説明欄に記載しております

空き家バンク事業でございます。この事業は、

空き家の利活用促進を図るため、不要物の撤去

及び改修工事等に要する費用の一部を補助する

もので、当初予算で計上していた８件に対しま

して１３件の申請が見込まれるということとな

ったため、新たに５件分を増額するものでござ

います。 

 次に、１５ページ一番下の表を御覧ください。 

 款７・土木費、項２・道路橋梁費、目２・道

路維持費は、補正額２１００万円を加えて４億

３９０８万１０００円としております。補正額

の財源内訳につきましては、地方債が２１００

万円でございます。補正額の内訳は、節１０・

需用費を２１００万円増額するものでございま

す。 

 内容は、表の右、説明欄に記載しております

道路維持事業でございます。この事業は、８月

１１日から１８日にかけての大雨により、坂本

町の市道温泉センター線のモルタル吹きつけの

り面に空洞や亀裂が発生したため、のり面の修

繕に要する需用費を増額補正するものでござい

ます。 

 次に、１６ページ、一番上の表を御覧くださ

い。 

 款７・土木費、項５・都市計画費、目１・都

市計画総務費は、補正額４００万円を加えて１

６億５２８３万７０００円としております。補

正額の財源内訳につきましては、県支出金が４

００万円でございます。補正額の内訳は、節１

８・負担金補助及び交付金を４００万円増額す

るものでございます。 

 内容は、表の右、説明欄に記載しております

被災宅地復旧支援事業（豪雨災害）が３００万

円、被災私道復旧支援事業（豪雨災害）が１０

０万円でございます。これらの事業は、令和２

年７月豪雨により被災した宅地や私道の早期復

旧と被災者の負担軽減を図るため、復旧に要す

る費用の一部を補助するもので、今回新たに導

入した制度でございます。早期に支援事業が実

施できるよう、今回の補正予算において増額す

るものでございます。 

 次に、１６ページ、一番上の表の２段目を御

覧ください。 

 目４・公園費は、補正額１５００万円を加え

て２億６７５８万６０００円としております。

補正額の財源内訳につきましては、地方債が１

５００万円でございます。補正額の内訳は、節

１４・工事請負費を１５００万円増額するもの

でございます。 

 内容は、表の右、説明欄に記載しております

グリーンパークさかもと解体事業（豪雨災害）

でございます。この事業は、令和２年７月豪雨

により被災したグリーンパークさかもと内にあ
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るトイレや照明灯など、施設の解体に要する費

用を増額補正するものでございます。 

 次に、１６ページ中段の表を御覧ください。 

 款７・土木費、項６・住宅費、目１・住宅管

理費は、補正額４５００万円を加えて３億６６

２７万２０００円としております。補正額の財

源内訳につきましては、国庫支出金が１２３１

万４０００円、地方債が３２６０万円でござい

ます。補正額の内訳は、節１４・工事請負費を

４５００万円増額するものでございます。 

 内容は、表の右、説明欄に記載しております、

坂本駅前団地解体事業（豪雨災害）でございま

す。この事業は、令和２年７月豪雨により被災

した坂本駅前の市営住宅の解体に要する費用を

増額補正するものでございます。 

 別冊の建設環境委員会資料を御覧ください。 

 めくっていただきまして、１ページに、空き

家バンク事業の仕組みや補助金制度の概要を示

しております。また、空き家バンクへの登録を

促進するため、２ページに添付しているチラシ

を５月の固定資産税納税通知書に同封し、制度

の周知を図っております。 

 ３ページ、Ａ３判の位置図を御覧ください。 

 青色で示していますのが道路維持事業、緑色

がグリーンパークさかもと解体事業（豪雨災

害）、紫色が坂本駅前団地解体事業（豪雨災害）

で、それぞれの位置と状況写真を添付しており

ます。 

 ４ページに、被災宅地復旧支援事業（豪雨災

害）と被災私道復旧支援事業（豪雨災害）の制

度の概要を示しております。なお、この制度は、

資料の一番下に示しておりますように、令和２

年７月豪雨により被災した宅地または私道で、

既に工事が完了しているものを含めて補助の対

象としております。 

 以上、議案第１０８号・令和３年度八代市一

般会計補正予算・第７号のうち、本委員会に付

託されました建設部所管分についての説明を終

わります。御審議のほどよろしくお願いいたし

ます。 

○委員長（上村哲三君） それでは、以上の部

分について質疑を行います。質疑ありませんか。 

○委員（木村博幸君） 先ほどの説明の中、図

のほうから推測して、坂本駅前団地被災状況で

すけど、全体像が見えなくて、これ、何棟ぐら

い被災したのか、ちょっとお知らせいただけれ

ばと思います。 

○住宅課長（早木浩二君） おはようございま

す。住宅課、早木でございます。よろしくお願

いいたします。 

 令和２年７月豪雨によりですね、被害を受け

ました坂本駅前団地でございますけれども、こ

れは平成２年に３棟６戸、それから平成１２年

に２棟４戸整備をされた木造２階建ての構造の

団地でございますが、この全ての、５棟１０戸

全ての建築物、構造物がですね、被災をしたと

いうことで、１階部分が全て浸水をして全壊の

判定、それから、住宅全体に占める損害の割合

が５０％以上に達している滅失の状態であると

判定されたものでございます。 

 以上でございます。（委員木村博幸君「はい、

ありがとうございました」と呼ぶ） 

○委員長（上村哲三君） ほかにありませんか。 

○委員（山本幸廣君） 次長からの御説明、本

当に丁寧な御説明ありがとうございます。そし

てまた今回、県からの出向で沖田部長を補佐さ

れるという形の中で、八代の建設部の充実を図

っていただく、その試みはですね、皆さん方の

御協力をいただき、そしてまた努力をしていた

だきたいと思いますが、今回の補正について、

ちらっと見た、単純な私の質問だというふうに

聞いてください。単純な質問ですよ。 

 １５ページを見てください。歳出の中での土

木の１５ページの下段でありますが、款の土木

から項の道路橋梁費までのこの文字をしっかり

見ていただければと思います。 
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 その中で、目の道路維持費からですね、それ

から特定財源の地方債、そしてまた、節の区分

の需用費等々についてですね、これについて、

少し私が今までの勉強をした中でですね、この

需用の区分の需用を需用費で、この維持費の２

１００万という数字をですね、出されておる。

需用費の役割、需用費の区分というんですか、

そこら辺の区分けといいますかね、そこら辺り、

私も素人で、もう需用というと、ほとんど事業

する中でのいろんな光熱費やいろんな部分の部

品とかそういう修繕とか、そういうふうに私は

理解をして今まで議会活動をやってきたんです

けども、今回は、需用費で区分の中に計上して

あるものですから、需用費が２１００万という

なら、その内訳はどのような需用費の内訳をさ

れておるのかなというのが１点ですね。 

 はっきり言ってから、歳入から考えて、これ

も市債１００％であるわけですね。もう市債と

いうのは、歳入不足をするから、補うために、

はっきり言ってから、借入れをする。不足分を

借入れをする。その中で、歳出で見るならば、

こういういろんな事業と災害等々でですね、そ

れについて歳出をするということになるわけで

すね。 

 こういうことを考えた中で、市債の中で、地

方債の一つであるこの市債でこの区分をされて、

今までずっと見た中では、需用費というのは大

体その事業の何分の１かなという、そういうよ

うな感覚を持っておったものですから、結論か

ら言えば、需用費の２１００万の内訳、そして

また、需用費という区分したのがどういう意味

で区分したのかということをちょっと教えてく

ださい。 

○土木課長（竹原彰吾君） 皆さん、おはよう

ございます。（｢おはようございます」と呼ぶ

者あり）土木課の竹原でございます。 

 委員お尋ねのですね、この土木のほうで、な

ぜ需用費でやっているのか、その内訳というこ

とでお尋ねがありました。その点についてお伝

えをいたします。 

 今回ですね、需用費でしたといいますのが、

のり面をですね、今、モルタルの吹きつけにな

っております。今回、モルタルの吹きつけにひ

び割れや空洞が出たということで、現況に戻す

という形で、今回、先ほど言われた内訳といい

ますのは、今の吹きつけをですね、全部取り壊

して、もう１回吹きつけをやり直すということ

でございます。 

 なぜ需用費でやっているかといいますと、修

繕といいますのは、新築当初のですね、水準ま

で回復するのが修繕でございます。あと、普通、

工事とかはですね、改修工事、こちらは性能を

改善し、グレードアップする。これが改修とな

りまして、今回は新築当初の水準まで回復する

ことでありますものですから、あくまでも修繕

ということで見ております。 

 需用費の中の修繕費ということで、今回は２

１００万円計上させていただいているところで

ございます。 

 以上、お答えいたします。 

○委員（山本幸廣君） 修繕というのは、それ、

需用費の修繕というのは、目的が違うと思うん

ですよね。俺の感覚ですよ、これは。自動車の

修繕とか、もう一般関係の修繕ですよ。それか、

光熱費等に区分されておると思うんですよね。

私の理解の中では、今の説明では納得できない

ような説明の仕方。 

 ならば、特に款のところの、例えばですよ、

項のところの道路の橋梁費から、その中で区分

をする中で、特定の地方債というのは、これは

もう地方債は市債の一つですから、それについ

て私は何もいうことはありません。ただ、区分

について、はっきり言って需用費を、この需用

費の意味、内容等についてですね、執行部の今

の答弁というのは私はちょっとおかしいと思う。 

 なぜ言いますかというと、それは需用費のと
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ころですね、しっかり勉強してくださいよ。食

糧費とかですね、一般食糧費もありますよね。

光熱費もあります。修繕といったら、これ、自

動車の修繕等々でというふうな形の中で需用費

で計上するというのが普通なんです。 

 道路橋梁で、道路維持事業として新しく新規

の事業をするわけですから、その事業に関して

いろんな管理費とか光熱費とか、そういうのの

需用費なら私は理解しますけどもですね、そら

もう行政用語で、行政で今までそういうことを

やってきておられたということならばですね、

担当部が。それは俺、間違いだと思うよ。だか

ら、一般会計の予算書をずっと見てください。

需用費で何千万って上がってるところほとんど

ないと思いますよ。需用費で。需用費の区分の

中でですね、処置をするというのは。 

 普通なら、災害復旧債、災害復旧費。これが

ですね、なぜかといいますと、この資料を見て、

先ほど来、木村さんが質問されたように、この

のり面というのは、私も場所は分からないと思

って今日見たんですけども、こののり面につい

ては早急にせないかん。この事業費の需用費で

しょう。となれば、災害復旧でなぜ区分しなか

ったのかというのとですよ、橋梁費で何でした

のかと。何で災害復旧にしなかったのかという

１点と、それと区分したあれで、需用費で直接、

需用費２１００万で道路維持事業という形の中

でやったという。 

 この辺りについてはですね、やっぱある程度

……、今回はもうしようがないと思います。私

の言うほうが正しいかどうか分かりませんよ。

それはもう執行部には問いはしませんけども、

もし部長あたりからですね、山本委員のその発

言については、こうこうですよということでで

すね、言っていただければ、それは理解をする

わけですけども。 

 私としては、この需用費の二千何百万って、

災害事業費関係で３億とか４億なんていうのは

需要費がですね、やっぱ３０００万とか４００

０万というのは聞きますよ。こういうのは。だ

けど、２１００万のその事業をするのに需用費

が２１００万で計上したというのは、私はここ

ら辺りの区分の仕方というのは考えたほうがい

いんじゃなかろうかなというふうに、ふと思い

ました。 

 そこら辺りは部長も経験しておられると思い

ますんでから、ここら辺りについては、御検討

じゃないですけども、この区分の仕方でいいの

かな、区分けの仕方でいいのかなということな

んです。 

 なぜかといいますと、これ市債なもんだけん

でから。どうしても市債の中でしか、うちはも

う今、歳入は金がないもんですから、市債とい

うのは、もうはっきり言うてから債権といっち

ょん変わらんわけですよ。借金ですから。 

 ですので、私があえて言うのはですね、そこ

ら辺りの区分をしっかりした中で、じゃあ、も

しですよ、国が会計検査のほうで監査をすると

しますよ。この項目でいいですよって私は言わ

れるというふうに感じる。言われなかった場合

にはどうするかということになるわけですね。 

 借り入れるところも、いい起債で借入れをす

る。このような状況だったら、橋梁費でもない

し、私は災害復旧費で対応するのが一番いいん

じゃないかと。災害復旧費で対応して、区分の

ところについてはですよ、工事請負費という中

で区分したほうが明快で、国に対しても説明で

きるんじゃないかと思うんです。これ、いかが

ですかね、部長。 

○建設部長（沖田良三君） 今回のこの温泉セ

ンター線につきましては、以前から少し老朽化

のほうは進行しているような状況があったんで

すが、実際のところ、災害復旧に係る分につき

ましては、降雨量、あるいは被災の原因Ｂあた

りが災害復旧事業の対象として、通常、災害復

旧費で上げるわけでございますが、ここにつき
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ましては、現状から見ますと、まだ崩落まで至

っていないと。クラックのほうが少し大きくな

りつつあると。 

 今後、被災をするであろうということで、今

回予算を計上しましたのは、通常の道路であっ

たり排水であったりの通常の維持管理事業の中

で、修繕料っちゅうのは、委員おっしゃるよう

に、少額なやつを通常組みますよね。少額のや

つの維持補修等を需用費の修繕料で予算を組む

わけでございますが、今回、災害復旧に当たら

ないという中で、その未然防止という対策を取

るということは、通常の維持管理の部門だろう

ということで、今回、維持事業の修繕料という

ことで、少し金額は高額ではございますけれど

も、上げたところでございます。 

 それと、それに伴います起債でございますけ

れども、通常であるならば災害復旧債というの

を充てるわけですが、今回はその未然防止とい

うことで、幸いにして優位な起債がございまし

たもんですから、それを充てて、通常の維持管

理の範疇の中で補修等を行いたいということで、

財務部とも協議した上で、この予算で組ませて

いただいたというところでございます。 

○委員（山本幸廣君） 部長が言われたのも理

解をします。これはもうやり方だと思うんです

けども、今、修繕というのは、この需用費の中

での修繕とは意味が違うんですよね。ここら辺

りをやっぱ少しですね、考えていただければ。 

 公認会計士がどういうふうな、国のほうで監

査のときにどうやるか分かりませんけども、私

が見た目では、やっぱり２０００万という高額

な需用費をですね、需用費の修繕費というのは、

これ、ほとんどは現場に行ってから自動車が故

障したと。そして、あとははっきり言って光熱

費、それは事務所を（聴取不能）せないかん。

そういうのを含んだ中での予算を計上するとい

うのが、需用費の中身としては、それが一番、

私は適当だと思うんですよ。 

 今回については、今、部長が言われたような

修繕というのはですね、やっぱ私はその災害復

旧費とか、災害ですもんね、はっきり言って。

８月の豪雨災害と。のり面が崩れたということ

ですから。そういうことを考えれば……、まあ、

理解はしますよ、理解は。 

 ただ、こういうふうな計上というのの仕方を、

今からこれをやっていくとなればですよ、これ

が２億１０００万とか、桁が違ってきたらどう

なりますかということになるわけでしょう。そ

れは、国がもう必ず監査入ったときに、じゃあ、

これでいいですよと私は言われないような気が

してしならないんですよね。 

 だけん、財務部はそれでよかですよと決めた

かしれんですけども、建設部としては、もう絶

対それは土木債なり、そしてまた災害復旧債の

ほうがいいわけですよ。もうはっきり言ってか

らですね。そういうことで災害復旧債でしてい

ただければよかったんじゃなかろうかなという。

この需用費の中身についても、少し担当部とし

て、後から個人的にもお伺いしますからですね、

聞かせていただきたいと思います。 

 私としては、この区分の仕方というのは、や

っぱしもう少し考えたほうがいいんじゃないか

なということです。この需用費の問題ですね。 

 これは工事請負費としてはいいんですよね、

大体。と思います、はい。 

○委員長（上村哲三君） ただいまのは意見と

して捉えてよろしいですか。 

○委員（山本幸廣君） 意見じゃなくしてから、

そうしたら、部長からの答弁があれば答弁して

ください。 

○建設部長（沖田良三君） その都度ですね、

毎年のように、災害復旧等の作業、多数発生を

しておりますが、補助の対象になる、ならない

部分もございますので、その辺を踏まえながら

ですね、修繕料で組むのか工事請負費で組むの

か、その都度、的確に判断をしていきたいとい



 

－7－

うふうに思います。 

 以上でございます。 

○委員長（上村哲三君） ほかにありませんか。 

○委員（太田広則君） 今ののり面のところの

ですね、金額の話ではなくて、ちょっと工事の、

そもそもこの吹きつけはいつ頃されて、どのぐ

らいもったのかというのが非常に気になるんで

すけども、そこは分かるんかな。分かりますか。

いつ頃工事されたかというのは。 

○土木課長（竹原彰吾君） 今、委員お尋ねの、

こののり面がいつ頃施工されたということなん

ですが、今、資料的にちょっと持ち合わせてお

りませんので、後ほどお答えさせていただいて

よろしいでしょうか。 

○委員（太田広則君） はい、後でいいです。

修繕ということでね、結局、この上のがクラッ

クでしょう、この写真は。（土木課長竹原彰吾

君「はい」と呼ぶ）ここの部分を、施工的に行

くと、ここを全部削り落として、もう１回吹き

つけをするという形になりますよね。 

 だから、それが今度は逆にどのぐらいもつの

かなという話になってくるわけですよ。同じよ

うな施工したら、同じしこ、多分もたないんだ

ろうなと思うもんだから。全然違う吹きつけを

やりますんですよとかというとじゃないのかな

と思って、その辺も含めて。 

 要はせっかく施工するんだったら、もっても

らいたいなって逆に思うわけですね、という余

残な費用もかからないわけですから。その辺が

ちょっと気になったので質問をしました。後で

教えてください。（土木課長竹原彰吾君「はい」

と呼ぶ） 

○委員長（上村哲三君） ほかにありませんか。 

○委員（山本幸廣君） ページはもう言いませ

んけども、今回の予算で、４か所ぐらいがグリ

ーンパークさかもとから、それから住宅関係の

解体事業が予算計上されております。 

 昨日も一般質問ばされておられた方々がおら

れて、その中で不落があったということの中で、

不落の中で、建設業協会にお願いをし、そして

また、それについては順調に今後進んでいくだ

ろうということでありますので、この事業につ

いても不落が入札でないようなですね、やっぱ

り担当部として、契約検査課も、契約検査課は

今日来とるかな。そういう中でですね、もう先

立って建設業界のメンバーの方々に、常にお願

いをしておられると思うんですが、不落のない

ようにするということがですね、大事だと思う

んですよ。 

 そら、遊んどる業者がおるかもしれない。そ

こ辺りのチェックというのは、建設業協会がす

るかもしれません。その都度会って、やっぱし

協会は協会としての考えがあるし、行政は行政

としての考えがあるわけですね。その中でも、

ぜひともですね、こういうのが不落があって不

落があって、じゃあもう最終的には随意契約で

していっちょけと、こういう形になっていく。

じゃあ、随意契約、随意契約していっちょけと。

こうなった場合には、契約のところの意味がな

いんですよ。やっぱこれはもう、１つの基準の

中でのっとっていかないかんわけですけんでか

ら。 

 だから、担当部としてもですね、ぜひとも、

もう日頃から努力されていると思いますけども、

不落があっちゃいかんということだけは頭に入

れとっていただければなと思います。 

 これだけの事業をしますけん、大変担当部は

苦労だと思いますよ。その苦労にはですね、物

すごく私たちも感謝しますが、私は。そういう

中で、まずは安全性を持って見ていただければ

なと思いますが、いかがでしょうかね。 

 私も意見でよかったんですけども、部長、沖

田部長にお伺いします。 

○委員長（上村哲三君） 山本委員、今、不落

と言われるけど、不調でしょう。 

○委員（山本幸廣君） 不調たい。 
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○委員長（上村哲三君） 不調。 

○委員（山本幸廣君） 不調です。 

○委員長（上村哲三君） ずっと不落って言わ

れよりますんで。一応不調ということでよろし

いですか。 

○委員（山本幸廣君） 不調も不落も。 

○建設部長（沖田良三君） おっしゃるとおり

に、最近、入札に関しましては、不調、不落、

まあ不調。（委員山本幸廣君「不調、不落だよ」

と呼ぶ）多数といいますか、出てきております。 

 そういう中で、建設部としましては、今、建

設業協会と毎月意見交換を行いながら、配置で

きる技術者の数とかですね、その辺の情報を共

有しながら、それを契約検査課あたりの指名に

反映してもらっています。 

 それと、さらには契約検査課のほうでも、今、

指名制度につきまして見直しを行っていただい

たという経緯もございますが、なかなかそれは

改善はしたものの、実情としては、まだ不調、

不落等も続いているような状況はあります。 

 ただ、こういった情報を意見交換をしながら

進めるというのが今一番大事で、できることな

のかなというふうに思っておりますので、そち

らはまた引き続き進めながら、例えば空いとる

業者さんがいらっしゃるならば、そういう方を

というようなところも含めてですね、市役所全

体で、そういうのは取組を今行っておりますの

で、御理解をいただければというふうには思い

ます。 

 以上です。 

○委員長（上村哲三君） ほかにありませんか。 

○委員（前川祥子君） 目２の建築維持費の空

き家バンク事業に関してですが、まちづくり交

流基金を活用してということですが、これはも

う毎回交流基金を活用して、この事業を行って

いらっしゃるんですかということをまずお尋ね

いたします。 

○住宅課長（早木浩二君） 財源についての御

質問だと思いますけども、当初でもですね、ま

ちづくり交流基金を繰り入れてございます。当

初予算のですね、令和３年度の当初予算の内訳

は４００万でございましたが、財源といたしま

して、まちづくり交流基金繰入金が４００万と

いうことでございます。 

 今回も同じようにですね、まちづくり交流基

金を繰り入れているということでございます。

２５０万ですね。よろしくお願いいたします。 

○委員（前川祥子君） 大変いい試み、この交

流基金は別として、この空き家バンクに関して

はですね、いい試みだと思います。 

 今回は８件を予定をしておったら１３件、５

件増えたということで追加という提案ですが、

そもそものこの空き家バンクの登録をしたいと

いう方のですね、増加はありますか。空き家バ

ンクに登録したいという数が年々増加しており

ますか。 

○住宅課長（早木浩二君） 空き家バンクので

すね、実績ということでお話ししてもよろしい

でしょうか。（委員前川祥子君「はい」と呼ぶ） 

 これはですね、開始から６年目をですね、迎

えておりまして、初年度となりました平成２８

年度は２４件の空き家についての相談件数がご

ざいましたけれども、令和３年、本年度９月末

のですね、（｢令和、令和３年ですね」と呼ぶ

者あり）１０月……。（｢令和」と呼ぶ者あり）

すいません、令和３年ですね。令和３年９月末

現在での相談件数は累計で４３８件となりまし

た。これまでの申請件数はですね、１４２件。

そのうち登録してある件数が８９件。成約につ

ながったものは、賃貸借ですね、貸し借りの分、

これが５件。それから売買、いわゆる購入をさ

れたもの、これについては５６件、合わせて６

１件ございます。 

 このうちですね、市外から移住された分は７

件でございまして、こちらについてもですね、

年々登録件数、利用者件数とも増加傾向という
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ことになっております。 

 以上です。 

○委員（前川祥子君） 今一度確認ですが、平

成２８年に２４件の、これは申請登録、申請が

あって登録を受けたものですかね。 

○住宅課長（早木浩二君） ２４件は相談件数

でございます。相談件数があったものが２４件

という形になります。 

○委員（前川祥子君） そうすると、令和３年

９月現在では４３８件という数字は、これは相

談件数。登録件数じゃないですね。相談件数と

いうことで、今現在８９件が登録してあると。

それで、そのうち買手とか借手の成約が整った

のが５件。（委員太田広則君「５件は賃貸」と

呼ぶ）５件は賃貸。そうすると、賃貸。それと

５６件が（委員太田広則君「売買」と呼ぶ）売

買。今現在、成約件数が６１件と。増加傾向に

あるということは認識いたしました。 

 じゃあ、もう一つですけど、この買手のこの

物件がどの辺、どの地域か分かりますか。どの

地域辺りが多いというのは。大体でいいです。 

○住宅課長（早木浩二君） 旧八代市内がです

ね、大体７割ぐらいを占めるかと思います。あ

と鏡地区、それから千丁地区ですね。千丁町。

そういうところが増えてきております。特に旧

八代市の分でもですね、日奈久とか二見とかそ

ういうところ、それからいわゆる川南の植柳、

高田辺りが増えてるというような印象を持って

ます。 

 すいません。数については手元に資料がござ

いませんので、申し訳ございません。 

○委員（前川祥子君） すいません。もう一つ

ですね、申請してある件数のうちは、そういう

その中心市街地の外側というか、のほうが多い

ようなふうに認識しましたが、申請者は……。

中心地は、一応あることはあるんですか、中心

市街地。 

○住宅課長（早木浩二君） 相談をされるです

ね、大体の累計といいますか、事例からいいま

して、例えば、所有者の方が御高齢でお亡くな

りになられた。それを引き継がれてきた方、あ

るいは所有権が移られた方の中でですね、その

方もまた亡くなられて、親戚というんですか、

そういう方々が、どうしたらいいか分からない

というようなですね、案件が非常に多かったで

す。 

 割とですね、中心市街地でもですね、そうい

う事例が現在は増えてきておるという印象はご

ざいます。（委員前川祥子君「はい、分かりま

した。ありがとうございました」と呼ぶ） 

○委員長（上村哲三君） ほかにありませんか。 

○委員（山本幸廣君） １５ページでですね、

同じく道路維持費のところで、補正前の額が４

億１０００万ぐらい、補正前ありまして、今回

２４００万で４億３０００万。 

 今の維持費の問題で、先般も前川議員だった

かな、一般質問された中で、農道の整備、農道

等々の凸凹関係等々で肉づけをしたり、大変傷

んどる道路を、たくさん市道、道路があるとい

うような一般質問されておられました記憶が、

今日も走馬灯のように浮かんできたんですけど

も。 

 そういう中でですね、道路の維持費の今の進

捗率といいますか、予算の進捗率はどれぐらい

ですか。ちょっと聞かせください。 

○土木課長（竹原彰吾君） 土木課の竹原でご

ざいます。 

 ただいまですね、委員のほうから予算の執行

率ということでお話がありました。道路維持事

業ということでいきますと……、すいません。

道路維持事業でいきますと、前年度の繰越しと

今年度の当初予算を合わせまして、予算的にで

すね、４億１２００万円程度ございます。その

うち、現在のですね、執行率でございますけれ

ども、３億２５００万程度、大体７８.８％、

今年の分はですね、執行しているということ。
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これはあくまでも工事請負費でございます。道

路維持事業の工事請負費が７８.８％を使って

いるというところでございます。 

 以上、お答えいたします。 

○委員（山本幸廣君） ありがとうございます。

約８０％執行ということで、これからちょうど

１２月、正月前になりますと、やはり道路の整

備というのは、特に修繕等々出てくると思いま

す。 

 その中で、今回の補正を見る中でですね、こ

れから１２月の補正までにこの執行が１００％

なったときに、あと残された期間の中で、いろ

んな校区要望等々が来ていると思うんですね。

校区の要望等についても、もう二十何％、何％

ぐらいかな、ほとんどできてないという状況で、

維持費の予算の確保というのはしていただきた

いというのは、私は再三お願いをしてきました。

財務部にも。それでほとんど変わらない。 

 そういう状況の中で、決算が私たちは今から

来ます。この決算の中でですね、私たち議会議

員は、次年度の予算にどう反映するかというこ

となんです。これをしっかりですね、担当部と

一緒になってから次年度の予算要求をするとい

うことでありますので、私は今日のこの予算書

を見ながらですね、道路の維持費、これがいつ

もほとんど４億関係。この４億関係の維持費で

どうやって校区要望の達成率を竣工していくの

かなということで危惧をしておるわけですので、

ぜひとも沖田部長を中心としてですね、特に財

務部にはですね、事情、事情等を説明しながら、

現場を財務部には見ていただきたいと。 

 そういう中でも、やっぱ補正でもなかなか今

回は災害の復旧でしか補正組まれなかったと。

だけども、やはり災害、８月の豪雨のときにも

ですね、いろんなところが道路はもう凹凸があ

ったり、ほげておったり、これで人身事故でも

起きたら大変なことになるわけですよ。何か所

もあっております。 

 そういうことを見ながらですね、今回の選挙

期間中もですね、もう本当見てきました。そう

いうことを考えながら、この維持費については

ですね、このように緊急の中でのやっぱ補正を

組まれてから、のり面の工事をされる。これは

もう的確なですね、その現場を見られて対応さ

れたということで評価はいたします。 

 その中で、道路維持事業についてもですね、

私、予算の獲得等についてはぜひともやってい

ただきたい。強く強く要望しておきます。お願

いをしておきますので、よろしくお願いしとき

ます。要望ですからね。 

○委員長（上村哲三君） 意見としてお願いし

ます。 

 ほかにありませんか。 

（｢なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（上村哲三君） なければ、質疑を終

了します。 

 意見がありましたらお願いします。 

○委員（前川祥子君） 空き家バンクの登録の

件ですが、増加傾向にあると。大変いい話だな

と思っております。 

 ただですね、空き家でもいろいろありまして、

もう住めないような空き家もどんどん増えてお

りますですよね。それが危険な空き家というよ

うな、地域においてはそういうふうに思われて

いるところも結構多いんですよね。それをいか

に撤去できるような状況に持っていくかと、そ

こが一番これからの難しいとこではないかなと

思っております。 

 そうなると、地権者というか、その建物の物

件の所有者ですね、のところをどんどん先のほ

うまで調べ上げていかなければならないという、

そういった多くの労が出てくると思っておりま

すので、でも、そこはですね、例えば県道沿い

の空き家とか、それから、その物件が危ないと

か危険な物件だというようなことになると、最

終的にはそれを撤去できなかったら、その物件
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者の責任になるんじゃないかと思っていたら、

災害だったら、それがそうではないというよう

なこともありますので、そういった責任に対す

る、どこがそれを対応するのかということも今

後はやっぱりしっかり考えていかなければなら

ないと思いますので、空き家バンクということ

に関してのみならず、空き家の対応ということ

も今後考えていただきたいなというふうに思っ

ております。意見です。 

○委員長（上村哲三君） ほかにございません

か。 

（｢なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（上村哲三君） なければ、これより

採決いたします。 

 議案第１０８号・令和３年度八代市一般会計

補正予算・第７号中、当委員会関係分について

は、原案のとおり決するに賛成の方の挙手を求

めます。 

（賛成者 挙手） 

○委員長（上村哲三君） 挙手全員と認め、本

案は原案のとおり可決されました。 

 執行部入れ替わりのため、小会いたします。 

（午前１０時４６分 小会） 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

（午前１０時５０分 本会） 

◎議案第１１５号・八代市営墓園条例の一部改

正について 

○委員長（上村哲三君） 本会に戻します。 

 次に、条例議案の審査に入ります。 

 まず、議案第１１５号・八代市営墓園条例の

一部改正についてを議題とし、説明を求めます。 

○理事兼環境課長（武宮 学君） 改めまして、

おはようございます。（｢おはようございます」

と呼ぶ者あり）環境課の武宮でございます。 

 議案第１１５号・八代市営墓園条例の一部改

正について説明させていただきます。着座にて、

失礼いたして、説明させていただきます。 

 議案書は、一番最後のですね、１７ページと

１８ページになりますが、前もって事前に配付

しております新旧対照表を用いて説明をさせて

いただきます。よろしいでしょうか。 

○委員長（上村哲三君） はい。 

○理事兼環境課長（武宮 学君） 今、お手元

にございます新旧対照表には、八代市営墓園条

例の別表を抜粋をしております。右側が現行、

左側が改正案でございます。 

 別表の中には、市が所有、管理しております

３か所の市営墓園の名称、位置、いわゆる墓園

の所在地でございますが、それと使用料、それ

と管理料を掲載をしております。 

 今回改正をいたしますのは、アンダーライン

が入っております八代市鏡墓地公苑の位置でご

ざいまして、地籍調査によりまして合筆された

ことにより、八代市鏡町下村１４０７番地から

八代市鏡町下村１３７７番地２に地番が変更に

なりましたことから、八代市鏡町墓地公苑の位

置を修正するため、条例を改正するものでござ

います。 

 なお、改正後の条例は公布の日から施行する

ことといたしております。 

 以上で、簡単ではございますが、説明を終わ

らせていただきます。御審議のほどよろしくお

願い申し上げます。 

○委員長（上村哲三君） それでは、ただいま

の分について質疑を行います。質疑はありませ

んか。 

○委員（山本幸廣君） 鏡町の下村の場所はど

の辺りにあるとかな。 

○理事兼環境課長（武宮 学君） 八代市鏡町

墓地公苑の位置のお尋ねだと思いますが、県道

がございますけれども、県道のですね……、ど

の辺と言えばいいでしょう。動物病院は何て言

うんですかね。（｢たくみ」と呼ぶ者あり）た

くみ動物病院、御存じでしょうか。 

○委員（山本幸廣君） 前の鏡の……。（｢消

防署のそばだろう」と呼ぶ者あり）（理事兼環
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境課長武宮学君「はい」と呼ぶ） 

 前の消防署から（理事兼環境課長武宮学君

「ですね」と呼ぶ）農事研修センターのほうに

行くところの公園の、公園というか、どっか施

設の中に入っとったあの墓地ですか。 

○理事兼環境課長（武宮 学君） 私、そこま

で存じませんが。県道沿いのですね、たくみ動

物病院がございますその左側に墓園の区画がご

ざいます。 

○委員（山本幸廣君） 面積はどれぐらいです

か。面積が書いてないですけど。 

○理事兼環境課長（武宮 学君） 面積までは

ですね、把握をしておりませんが、区画数とし

まして１７０区画ほどございます。（委員山本

幸廣君「１７０区画な。結構です」と呼ぶ） 

○委員長（上村哲三君） いいですか。はい。 

 ほかにはありませんか。 

○委員（太田広則君） 地籍調査が入って番地

が変わったのは理解いたします。ほかのところ

も地籍調査が入って変わる可能性ありますか。 

○理事兼環境課長（武宮 学君） 地籍調査の

担当所管部所に確認したところでございますけ

れども、近々、一番下に記載しております、八

代市東陽墓地公苑と記載しておりますが、そこ

がもう近々に地籍調査に入るというようなこと

を教えていただきまして、また、地籍調査で地

番が確定した際には、改めて条例改正をお願い

したいというふうに思っております。（委員太

田広則君「はい、分かりました」と呼ぶ） 

○委員長（上村哲三君） よろしいですか。 

○委員（太田広則君） はい。 

○委員長（上村哲三君） ほかにありませんか。 

（｢なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（上村哲三君） 以上で質疑を終了し

ます。 

 意見がありましたらお願いします。 

（｢なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（上村哲三君） なければ、これより

採決いたします。 

 議案第１１５号・八代市営墓園条例の一部改

正については、原案のとおり決するに賛成の方

の挙手を求めます。 

（賛成者 挙手） 

○委員長（上村哲三君） 挙手全員と認め、本

案は原案のとおり可決されました。（｢ありが

とうございました」と呼ぶ者あり） 

 執行部入れ替わりのため、小会いたします。 

（午前１０時５６分 小会） 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

（午前１０時５８分 本会） 

◎議案第１０７号・令和２年度八代市下水道事

業会計利益の処分及び決算の認定について 

○委員長（上村哲三君） 本会に戻します。 

 次に、決算議案の審査に入ります。 

 議案第１０７号・令和２年度八代市下水道事

業会計利益の処分及び決算の認定についてを議

題とし、説明を求めます。 

○下水道総務課長（奥村勝己君） こんにちは。

下水道総務課の奥村でございます。よろしくお

願いします。着座にて説明させていただきます。 

○委員長（上村哲三君） どうぞ。 

○下水道総務課長（奥村勝己君） 議案第１０

７号・令和２年度八代市下水道事業会計利益の

処分及び決算の認定について御説明いたします。 

 別冊の令和２年度八代市下水道事業会計決算

書をお願いいたします。 

 表紙を１枚おめくりいただきまして、目次で

ございます。 

 当該決算書は、大きく決算報告書、財務諸表、

事業報告書及び附属明細書の４つの項目で構成

されていますが、初めに、事業報告書の概況か

ら御説明させていただきます。 

 １９ページをお願いいたします。 

 まず、総括的事項でございますが、本市の下

水道事業は、昭和５６年度の供用開始以来、今

日まで、公共用水域の水質と保全、浸水被害の
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防止など、快適で安全な生活環境の向上に寄与

しているところでございます。 

 令和２年度末の排水人口は６万１０２５人、

排水面積は１７７８ヘクタール、年間の総処理

水量は７０４万５９４６立米、有収水量は５７

５万７８８７立米で、総処理水量に対する有収

水量の割合であります有収率は８１.７％でご

ざいます。 

 今後も有収率向上のための不明水対策や、水

洗化率向上のための未接続世帯への戸別訪問を

継続して行うとともに、八代市下水道事業経営

戦略に基づき、より一層の経営健全化に向けた

効率的な運営に努めてまいります。 

 次に、管渠施設整備事業としましては、八

代・八代東部処理区では、宮地校区、八千把校

区、麦島校区及び太田郷校区など、千丁処理区

では、古閑出地区及び西牟田上地区など、鏡処

理区では、両出地区及び宝出地区などにおきま

して、それぞれ管渠施設工事を施行し、合わせ

て４.９２キロメートルの整備を行っておりま

す。 

 また、古閑排水区の田中西町周辺におきまし

ては、浸水被害軽減を図るため、平成３０年度

から北部中央公園地下の雨水調整池の工事や八

千把地区土地区画整理事業地内の雨水幹線工事

を行っております。 

 さらに、ポンプ場施設整備事業としましては、

新開町にあります中央ポンプ場の改築に伴う第

４期目の工事に着手しており、加えて、水処理

センター４池目増設工事及びストックマネジメ

ント計画に基づきます管更生工事やマンホール

ポンプの改築工事も実施しております。 

 なお、管渠施設整備事業のうち９億７６４９

万９３９３円が、ポンプ場施設整備事業のうち

３億１８４９万５０００円が、水処理センター

施設整備事業のうち８８００万円がそれぞれ年

度内に完了できず、令和３年度へ繰越しを行っ

ております。これは主に、国の３次補正予算に

伴う３月補正分と関係機関との協議に不測の日

数を要したことなどによるものでございます。 

 下水道事業につきましては、八代市汚水適正

処理構想に基づき、計画的に下水道の整備を進

め、普及率の向上を図ってまいります。 

 次に、経営状況についてでございますが、こ

れは後ほど決算報告書のところで御説明いたし

ます。 

 おめくりいただきまして、２０ページは議会

議決事項及び職員に関する事項、次の２１ペー

ジから２６ページまでは工事関係で、税込み２

００万円以上の建設改良工事の概況及び税込み

１００万円以上の保存工事の概況などについて

それぞれ記載いたしておりますが、個別の説明

は割愛させていただきます。 

 ２７ページをお願いします。 

 業務量でございます。表の中ほどの行政区域

内人口１２万４８９５人に対して処理区域内人

口は５万９８９４人でございますので、普及率

は４８.０％。また、処理区域内人口に対して

水洗化人口は５万１４４６人でございますので、

水洗化率は８５.９％でございます。 

 また、整備面積は１７４４.９ヘクタールで

２３.３ヘクタール増加しましたが、植柳新町

１丁目などの事業認可区域の追加に伴い、事業

認可区域面積も２９.０ヘクタール増加し、２

１２８.１ヘクタールとなりましたので、整備

率に増減はなく、昨年同様、８２.０％でござ

います。 

 おめくりいただきまして、２８ページの事業

収入に関する事項につきましては、後ほど決算

報告書のところで御説明いたします。 

 ２８ページ下段の、参考、現年分下水道使用

料に係る調定及び収入でございますが、税込み

で調定額は１１億８５６０万９０００円、収入

済額は１０億６８０４万５４５７円、未収額は

１億１７５６万３５４３円、徴収率は０.３８

ポイント増加し、９０.０８％でございます。 
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 これらは、いずれも決算時点である３月３１

日現在の数値でございますので、令和３年度に

なって納付される３月分の下水道使用料の口座

振替分や自主納付分がほとんど反映されていな

いところでの数値でございます。 

 なお、参考までに申し上げますと、５月末ま

での納付額を反映させた場合の徴収率は９８.

０５％でございます。 

 次のページの事業費に関する事項につきまし

ても、後ほど決算報告書のところで御説明いた

します。 

 おめくりいただきまして、３０ページから３

２ページは会計でございますが、税込み１００

０万以上の工事請負契約及び５００万円以上の

委託契約につきましては記載のとおりでござい

まして、説明は割愛させていただきます。 

 ３３ページをお願いいたします。 

 企業債及び一時借入金の概況でございます。 

 前年度末の企業債の残高は２３０億３４７万

７８０４円でございました。令和２年度は、地

方公共団体金融機構から１２億６２２０万円、

熊本中央信用金庫から４億９２０万円、合わせ

て１６億７１４０万円を借り入れる一方、地方

公共団体金融機構、財務省、かんぽ生命保険、

肥後銀行、八代地域農業協同組合、熊本中央信

用金庫及び長崎銀行へ、合わせて１８億３９７

８万３１３２円を償還いたしておりますので、

令和２年度末の企業債の残高は前年度末より１

億６８３８万３１３２円減少し、２２８億３５

０９万４６７２円となっております。 

 おめくりいただきまして、３４ページのその

他には、一般会計繰入金などの使途、充当先を

記載しており、消費税申告の際に必要となるも

のでございますが、個別の説明は割愛させてい

ただきます。 

 申し訳ございませんが、お戻りいただきまし

て、２ページをお願いいたします。 

 令和２年度八代市下水道事業決算報告書でご

ざいます。 

 企業会計では、当該年度の損益取引に係る収

入支出である収益的収支と資産、負債及び資本

の増減に関する取引に伴う収入・支出である資

本的収支の二本立ての予算・決算になっており

ます。 

 なお、決算の内容につきましては、お手元に

配付させていただいておりますＡ３の１枚物の

資料で説明させていただきます。 

 この資料につきましては、１０００円単位で

端数を整理して作成しておりますとともに、収

益的収支につきましては、経営成績を表します

損益計算書に合わせまして、消費税抜きの数値

で作成いたしておりますことを御理解願います。 

 まず、左側の表の収益的収支の収入でござい

ますが、項１・営業収益は、１３億５０１９万

３０００円でございます。内訳は、目１・下水

道使用料１０億７９３１万５０００円、目２・

雨水処理負担金２億６９３６万４０００円、目

３・その他の営業収益１５１万４０００円は、

督促手数料１３６万６０００円及び排水設備指

定工事店証交付手数料１４万８０００円などで

ございます。 

 項２・営業外収益は１８億４４８６万８００

０円でございます。内訳の目２・他会計負担金

６億８３８０万７０００円は、水洗便所の普及

等に要する経費、児童手当に要する経費及び汚

水処理に関する減価償却及び企業債利息などに

充当した基準内繰入金でございます。 

 目３・長期前受金戻入１１億５６５５万２０

００円は、償却資産を整備、取得した際に受け

入れた国庫補助金や受益者負担金などを耐用年

数で割って収益化したものでございます。 

 目４・雑収益１８５万４０００円は、不用物

品売却収益１１９万４０００円及び下水道使用

料延滞金５２万６０００円などでございます。 

 目５・国県補助金２６５万５０００円は、排

水設備工事費助成金に対する国庫補助金でござ
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います。 

 以上、収入合計は３１億９５０８万５０００

円でございます。 

 次に、収益的支出でございますが、項１・営

業費用は２４億５２５１万９０００円でござい

ます。 

 内訳の目１・管渠費３５９７万１０００円は、

管渠施設の維持管理に要する費用でございます。

その主なものは、マンホールポンプ修繕、下水

道台帳作成業務委託、マンホールポンプの動力

費などでございます。 

 目２・ポンプ場費７２５３万３０００円は、

各ポンプ場の維持管理に要する費用でございま

す。その主なものは、ポンプ場の施設修繕、保

守点検業務委託、動力費などでございます。 

 目３・水処理センター費３億２１５９万９０

００円は、水処理センターの維持管理に要する

費用でございます。その主なものは、一般職５

名分の人件費、水処理センター運転業務委託費

及び汚泥処理業務委託費などでございます。 

 目４・流域下水道管理費１億２６３２万２０

００円は、八代北部流域下水道維持管理負担金

でございます。 

 目５・総係費１億５０２０万７０００円は、

業務全般に関する費用でございます。その主な

ものは、一般職１４名分の人件費、検針、徴収

及び水洗化業務委託料、排水設備工事費助成金

などでございます。 

 目６は減価償却費で、１７億４５７２万３０

００円でございます。 

 項２・営業外費用は３億４３１３万７０００

円でございます。内訳は、目１・支払利息３億

３２０７万２０００円及び目２・雑支出１１０

６万５０００円でございます。 

 項３・特別損失は５５万２０００円でござい

ます。内訳は、目２・過年度損益修正損５５万

２０００円でございます。 

 以上、支出合計は２７億９６２０万８０００

円でございますので、資料右下の欄外に記載し

ております収益的収支では、３億９８８７万７

０００円の純利益が生じております。 

 次に、右側の資本的収支の収入でございます

が、項１・企業債は１６億７１４０万円でござ

います。 

 項２・補助金は１２億８９４６万６０００円

でございます。内訳は、目１・国庫補助金１０

億４２４２万９０００円、目２・他会計補助金

２億４７０３万７０００円でございます。 

 項３・受益者負担金及び分担金は４７６８万

７０００円でございます。 

 項４・負担金は１億７０３９万３０００円で

ございます。内訳は、他会計負担金１億７０３

９万３０００円でございます。 

 以上、収入合計は３１億７８９４万６０００

円でございます。 

 次に、資本的支出でございますが、項１・建

設改良費は２４億１０００万２０００円でござ

います。内訳は、目１・管渠施設整備費１７億

６０６２万２０００円、目２・ポンプ場施設整

備費２億５３万６０００円、目３・水処理セン

ター施設整備費４億２８１７万円、目４・流域

下水道建設費１６３０万６０００円、目５・営

業設備費４３６万８０００円でございます。 

 項２・企業債償還金は１８億３９７８万３０

００円でございます。 

 以上、支出合計は４２億４９７８万５０００

円でございます。 

 下の欄外に記載しておりますが、資本的収支

は１０億７０８３万９０００円が不足しますが、

これは、当年度分消費税及び地方消費税資本的

収支調整額９４６３万３０００円、過年度分損

益勘定留保資金２６０４万３０００円、当年度

分損益勘定留保資金４億７４１２万４０００円

及び減債積立金４億７６０３万９０００円で補

塡しております。 

 次に、決算書に戻っていただきまして、７ペ
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ージをお願いします。財務諸表でございます。 

 おめくりいただきまして、９ページ、１０ペ

ージは損益計算書でございます。 

 １０ページの下から４行目の当年度純利益で

ございますが、前年度より７７１６万１７５６

円減少し、３億９８８７万７２２６円でござい

ました。純利益が前年度より減少した主な理由

は、営業外費用が支払利息の減少により約１６

００万円減少したものの、営業外収益の他会計

負担金で約６３００万円、長期前受金戻入で約

２４００万円それぞれ減少し、営業外利益が約

７２００万円減少したことによるものでござい

ます。 

 次の１１ページが剰余金計算書でございます。 

 まず、資本金は、当年度における処分や変動

額がございませんでしたので、当年度末残高が

前年度末残高と同額となっております。 

 次に、剰余金のうち資本剰余金でございます

が、資本金同様に、当年度における処分や変動

額がございませんでしたので、当年度末残高は

前年度末残高と同額となっております。 

 次に、利益剰余金でございますが、議会の議

決により処分を行った前年度末の未処分利益剰

余金９億２６２５万６３２０円のうち４億７６

０３万８９８２円につきまして減債積立金に積

立てを行った後に取崩しを行い、それに当年度

純利益である３億９８８７万７２２６円を加え

た当年度末の未処分利益剰余金残高は８億７４

９１万６２０８円となっております。 

 次の１２ページは剰余金処分計算書でござい

ます。 

 表の右上、未処分利益剰余金８億７４９１万

６２０８円は、本議案の議決をいただきますと、

３億９８８７万７２２６円を減債積立金に積み

立て、残りの４億７６０３万８９８２円を資本

金への組入れを行う予定でございます。 

 １３ページから１５ページまでは、貸借対照

表でございます。 

 この表は、令和２年度末における企業の財政

状態を明らかにするもので、事業年度内におけ

る損益や資産、負債及び資本の増減結果を反映

し、資産合計と負債資本の合計が一致すること

からバランスシートとも言われ、実際、１４ペ

ージの右上の資産合計の二重下線、５００億４

２０５万６４３８円と１５ページの右下の負

債・資本合計の二重下線の金額は一致いたして

おります。 

 次に、飛びまして、３５ページをお願いいた

します。附属明細書でございます。 

 おめくりいただきまして、３７ページは、キ

ャッシュフロー計算書でございます。この計算

書は、一事業年度の資金収支の状況を３つの活

動区分、業務活動、投資活動、財務活動ごとに

表示した報告書でございます。公営企業会計は

発生主義によるため、収益・費用を認識する時

期と現金の収入・支出が発生する時期とに差異

が生じることになりますが、キャッシュフロー

計算書により、現金の収入・支出に関する情報

を得ることが可能となるものでございます。 

 おめくりいただきまして、３８ページから４

４ページまでは、収益・費用明細書でございま

すが、先ほど資料で説明いたしました内容と重

複いたしますので、説明は割愛させていただき

ます。 

 次の４５ページから４６ページまでは、固定

資産明細書でございます。有形固定資産及び無

形固定資産につきまして、資産の種類ごとに、

年度当初現在高、当期の増加額・減少額、当期

末現在高、減価償却累計額及び当期末償却未済

高について記載いたしております。 

 次の４７ページから５４ページまでは企業債

明細書でございます。借入れ先ごとに発行総額、

償還額、利率、償還終期などについて記載いた

しております。 

 最後になりますが、５５ページから５７ペー

ジをお願いいたします。 
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 注記としまして、重要な会計方針に係る事項

であります固定資産の減価償却の方法、引当金

の計上方法及び消費税等の会計処理並びに貸借

対照表に関する注記、その他注記について、そ

れぞれ記載いたしております。 

 下水道事業につきましては、今後とも経費の

縮減及び収入の確保などを図るとともに、汚水

適正処理構想及び下水道事業経営戦略に基づき

まして計画的、効率的な施設整備を進め、生活

環境の改善と経営の健全化に努めてまいります。 

 以上で、議案第１０７号・令和２年度八代市

下水道事業会計利益の処分及び決算の認定につ

いての説明を終わります。御審議のほどよろし

くお願い申し上げます。 

○委員長（上村哲三君） それでは、以上の部

分について質疑を行います。 

 なお、初めての方もいらっしゃることからお

伝え申し上げます。質疑内容につきましては、

提示がありました資料に基づいて行っていただ

きますようお願いをいたします。 

 質疑はありませんか。 

○委員（山本幸廣君） Ａ３のこの資料、決算

書のですね、先ほど説明がありました令和２年

度の収益的収支から資本的収支等々の下段のほ

うに目を通していただければ。一番下段のほう

です。 

 年度内に完了できず、次年度に繰り越したと

いう文字があります。次年度に繰り越したその

内容と、詳細ではいけませんので、はっきり言

って、内容等、具体的に御説明いただければな

と思います。 

○理事兼下水道建設課長（涌田直美君） 繰越

しにつきましては、先ほど奥村課長のほうが説

明したとおり、関係機関の協議で不測の日数を

要したということとですね、国の第３次補正が

あった分で、総額として１３億８２００万円ほ

ど繰越しをしております。そのうちですね、３

次補正が６億５３００万円、補正で来ておりま

して、合わせて１３億８２００万円ということ

で、この繰越しにつきましては、今月現在でい

きますと、発注している工事と、今、入札待ち

ということで、令和２年度の当初の繰越し分に

ついては１００％契約が終わっていると。 

 ３次補正の分、６億５３００万円につきまし

ては、約９５％ほど契約をしているところでご

ざいます。 

 以上です。 

○委員（山本幸廣君） 繰越しについては、順

調にいっとるということで御理解してよろしい

ですか。 

○理事兼下水道建設課長（涌田直美君） はい、

そうです。 

○委員（山本幸廣君） 要望ですけども、先ほ

ど土木費の審査をしましたが、やはり下水道も、

受入れ業者がほとんど変わらないような状況で

ありますので、どうしても指名業者を組まなき

ゃいけないという状況になるわけですね。 

 そこら辺りについては、もしさっき（聴取不

能）土木のように不調があったり、不落があっ

たりですね、ないような状況で、お互いに、地

元の業者ですから、ぜひとも建設業界、特に担

当の下水道関係の専門的な業者というのをです

ね、きちっとした、業者の仕事量を含めてから

ですね、いろんな意見交換してからスムーズに

いくように努力をしてください。よろしくお願

いしときます。 

○委員長（上村哲三君） 意見でよろしいです

ね。（委員山本幸廣君「うん。意見でよか」と

呼ぶ）ただいまのは意見としてお捉えください。 

 ほかにありませんか。 

○委員（山本幸廣君） これも意見ですけども

ですね、あんまり聞くことはしませんけども、

意見で言いますけども、先ほど説明がありまし

た１２２ページのですね、資料があったんです

けども、収益及び費用の推移という５年間の別

表の１があるんですよ。もうよろしいですよ、
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意見ですからですね、聞きよってください。 

 この中で５年間を見てですね、収益を見た中

で、やはり令和２年度まで、どんどんどんどん

やっぱその収益が減っていくと。減っとるとい

う数字ですね。それについて、費用については

ほとんど変わらないという状況であるもんです

から、この数字見たときにですね。 

 収益というのは、今回のエリア拡大をして、

特に植柳新町の１丁目と麦島等も含めてですけ

ども、事前的な説明というのはしておられると

思います。事前的な説明の中で、特別な説明

等々をですね、開いて、どうしてもはっきり言

って、引込みをしていただいて利用していただ

く。使用料がどうしてもですね、使用料がやっ

ぱ伸ぶような、どういうふうに説明を、単なる

１回じゃなくしてから、利用される方々がです

ね、納得できるところまでですね、いろんなペ

ーパーであろうが、いろんな資料と、そしてま

た、担当部が指導していただく。そういうこと

を重ね重ねでいって、私はその使用料を増額し

ていくというふうに思うんですね。 

 整備をするときが一番大事なんですね。整備

のときの後に、どんなにですね、利用していた

だきたいと、使用していただきたいというのは

ですね、困難になるもんですから。経験上です

ね。よろしければ事前に、着工のときには再三

担当の方々が、下水道としての、下水関連の下

水道工事の、下水道に理解をしていただいて、

１００％ですね、利用していただくように、そ

ういうお願いをしたらどうですかということの

意見ですので、よろしくお願いしときます。 

○委員長（上村哲三君） ほかにありませんか。 

○委員（木村博幸君） 個人的にもちょっと思

ってるところなんですけど、下水道工事が計画

的にですね、ずっとこうされてるって、下水道

化率というかですね、非常にこう、だんだん進

んでいくと思いますが、やっぱり個人の負担と

いうのがですね、やっぱり大きいなと。つなぎ

込み終わった後ですね、負担が大きいなという

のを聞いたことあります。 

 それで、工事が終わったところでですね、つ

なぎ込みの普及率といいますか、つなぎ込み率

といいますか、どのぐらいが、おおよそですけ

ど、地域によっては違うと思うんですが、どの

ぐらいの家庭がつなぎ込んでいるのかなと。何

かそういう、大体分かる資料とかありますか。 

○理事兼下水道建設課長（涌田直美君） まず

もってですね、供用開始の人口というのが、各

毎年度の年度末、３月３１日で数字を出してま

して、令和３年３月１日現在の供用人口が５万

９８９４人でございまして、それに接続されて

いる人口が５万１４４６人ということで、水洗

化率としては８５.９％の方が接続されている

と。（委員木村博幸君「先ほどの水洗化率は、

つなぎ込んで終了したというとこですか」と呼

ぶ）（理事兼下水道建設課長涌田直美君「そう

そうそう、そうです」と呼ぶ） 

○委員長（上村哲三君） 木村委員、挙手して

ください。 

○委員（木村博幸君） 水洗化率８５.９％、

先ほど言われたところですね。まだ、つなぎ込

みが終わってないところの家庭から聞いたとこ

ろでは、もう少し市の補助は少し上げれんとだ

ろうかとか、もう少し、最近もう、つなぎ込み

は数年前に終わっているけど、やっぱり豪雨災

害の後、工事業者が少し手配がつかないとか、

料金が上がったのではないかとか、何か少しそ

ういったところでつなぎ込みをしにくい状況が

あるんじゃなかろうかなと。 

 全員聞いたわけじゃないですけど、一部、本

当一部の声なんですが、そういった声があって、

そういうところの補助を増やすようなことがあ

れば、つなぎ込みが１００％に向かって少しこ

う行くのかちょっと分かりませんけど、これは

私の個人的な意見ですけど、そういったところ

も、やっぱり少し予算を増やしたりというとこ
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ろも地域によっては必要なのかなと。やっぱり

玄関先まで来ているところと、どうもつなぎ込

みが遠い、遠いといいますかですね、距離があ

るようなところと、いろいろ地域によって差が

あるのかなとちょっと思ったところです。 

 そういったところには補助が少し増えていく

ような予算も検討していただければ、この水洗

化率が少し増えていくのに近づくのかなと思っ

たところです。 

 以上です。 

○委員長（上村哲三君） 答弁は要りませんか。

（委員木村博幸君「はい」と呼ぶ）意見として

お願いします。 

 ほかにありませんか。 

○委員（山本幸廣君） これも私も意見で、委

員長、意見ですので。 

○委員長（上村哲三君） もう質疑がないよう

ですから、意見でどうぞ。 

○委員（山本幸廣君） ありがとうございます、

委員長には。 

 要は、監査委員の総評というか、指摘等もあ

っておるわけですね。監査の意見の中でですね。

ぜひともこの意見は大事にしていただきたいと

思うんですよね。 

 具体的に監査委員がこういうことしなさいよ

ということじゃなくしてからですね、意見とし

ては、どうしてもその収支の不足が出てくると。

不足が出てくると。そういう状況の中では、一

般会計からの繰入れに頼っておかなきゃいけな

いような状況です、うちの事業、この事業とい

うのはですね。となれば、市民のやっぱ税金の

中で事業運営をしているという、これはもう過

言ではないわけですね。 

 だから、じゃあ、どうしたらいいのか。いわ

ゆる経費の削減をする。さらには、やっぱし事

業の見直しをしたり等々して収益を上げるのは、

今、木村委員が言われたようにですね、やっぱ

し連結すっときに、どのような、はっきり言っ

てから１００％連結させていただくか。 

 それとも、最終的にはこれはもう受益者負担

の、これはもう原則であるわけですので、使用

料を上げるかという、収入上げるためには。そ

ういうのを上げるときには、やっぱいろんな啓

蒙していかないかん。そういうことをですね、

含めて、監査委員の指摘というのはですね、あ

ったと思うんですよ。ただ、監査委員としては、

一般会計からの繰入れというのをしとるから、

収支がきちっとなっていますよというぐらいの

中で、それについては努力しなさいよというこ

とは言われたと思うんですよね。 

 ぜひとも、努力をしている中でも、どうして

も一般会計の繰入れを頼らなきゃいけない。こ

の事業、下水道事業というこの会計上はですね。

そういう中でも、私はやっぱしエリアを、事業

を膨らめて事業をするときには、いかに節約を

するか、節減をするかということに努力してい

ただきたいなと思います。 

○委員長（上村哲三君） ほかにありませんか。 

○委員（前川祥子君） 下水道に関係しては、

水処理センターだったですかね。大分老朽化し

ているというふうに聞いておりますが、ここの

施設整備を行われているようですが、今後、計

画が何かございますか、老朽化に対するですね。 

○理事兼下水道建設課長（涌田直美君） 老朽

化した施設につきましては、ストックマネジメ

ント計画を立てましてですね、老朽化した施設

を年次的に改築をしていっているということで、

水処理センターの汚泥処理施設関係、脱水機だ

とか、濃縮とか、消化槽とかいうのがあるんで

すけど、耐震上もたないとなったときには、そ

の耐震を補強するほうがいいのか、新設したほ

うがいいのかというのを今、実際やってまして、

耐震上アウトであれば新設するしということで、

それもストックマネジメント計画の中で進めて

いくということで、老朽化した部分を交換とい

いますか、改築をすると。 
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 処理量が増えてきたことによって増設する部

分もありますので、それを見極めながら順次進

めていってるということでございます。 

○委員（前川祥子君） 老朽化することに対し

ては、緊急というところで対応は必ずしなけれ

ばいけないというふうに思います。 

 ただ、増設というか、そのつないだ分、８

５％ですかね、ということは、もうかなり今後

もつなぐことを前提にやっていくということで

すから、今後もそういう件数が増えていくだろ

うと予想する中で、やはりもっと老朽が進むん

ではないかということも危惧しますので、そう

すると整備費がまたかかってくるだろうと。 

 市町村合併したことによって、広域になりま

したけど、今後は、施設整備ということに関し

ては、八代市だけ関係せずですね、広域という

観点の中でも考えていかれるんじゃないかなと

は推察しますが、その点は何か計画というか、

今の時点でお答えできることがあれば何かちょ

っとお答えしていただきたいと思います。 

○理事兼下水道建設課長（涌田直美君） 今、

県内をですね、幾つかのブロックに分けまして、

広域化、共同化ということで進めておりまして、

宇城・八代ブロックにつきましては、下水道の

処理場だったりとか、農業集落排水の施設だっ

たりとか、し尿とか浄化槽の施設というのをど

うにか共同化できないかということで、今、会

議をやってまして、まず、先行してですね、八

代市の郡築にありますし尿の処理施設のほうも、

下水道の処理場のとこにもって集約をしたいと

いうことで、今、進めておりまして、そういっ

た形で、人口が減少する中でいかに使用料を徴

収するかということでですね、その辺を踏まえ

て、今、会議をやっているとこでございます。

（委員前川祥子君「はい、分かりました」と呼

ぶ） 

○委員長（上村哲三君） よろしいですか。ほ

かにありませんか。 

（｢なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（上村哲三君） なければ、これより

採決いたします。 

 議案第１０７号・令和２年度八代市下水道事

業会計利益の処分及び決算の認定については、

原案のとおり可決及び認定するに賛成の方の挙

手を求めます。 

（賛成者 挙手） 

○委員長（上村哲三君） 挙手全員と認め、本

件は原案のとおり可決することに決しました。 

 執行部は御退席をお願いします。 

（執行部 退席） 

○委員長（上村哲三君） 以上で付託されまし

た案件の審査は全部終了いたしました。 

 お諮りいたします。 

 委員会報告書及び委員長報告の作成について

は、委員長に御一任願いたいと思いますが、こ

れに御異議ありませんか。 

（｢異議なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（上村哲三君） 御異議なしと認め、

そのように決しました。 

                              

◎所管事務調査 

・都市計画・建設工事に関する諸問題の調査 

・生活環境に関する諸問題の調査 

○委員長（上村哲三君） 次に、当委員会の所

管事務調査２件を一括議題とし、調査を進めま

す。 

 当委員会の所管事務調査は、都市計画・建設

工事に関する諸問題の調査、生活環境に関する

諸問題の調査、以上の２件です。 

 当委員会の所管事務調査について、何かあり

ませんか。 

○委員（山本幸廣君） 今、委員長が言われま

した所管事務調査についてですね、今、コロナ

禍の状況であるというのは、これはもう理解を

しなきゃいけないと思うんですね。何かの工夫

をしなければいけないと、委員会としては。と
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いうのは、それは市民のためなんですよね。と

いうことを考えれば、委員長の御判断をいただ

く中でですね、時期の機会があるときにはです

ね、やはり管内の調査等々も必要になってくる

んじゃなかろうかというふうに思いますので、

委員長の手腕を、状況の手腕というのをひとつ

期待をしておきます。 

○委員長（上村哲三君） コロナが大分収束し

て、現在のですね、第５波の後はですね、収束

している、陰りも見えますのでですね、議長、

執行部と相談をしながらですね、管内調査のあ

る程度の解禁というようなことも考えていきた

いかなというふうに相談をしていきたいという

ふうに思っております。 

 委員会ごとに、ここで会議を開く委員会はで

すね、積極的に報告事項並びにいろんな諸問題

の各部から上がってくる分のですね、報告事項

の会議はですね、できる限りやっていきたいと

いうふうに思っておりますので、よろしくお願

いしたいと思います。 

○委員（山本幸廣君） 今日、そこで特に、委

員長。よろしかれば、今、新庁舎が、どんどん

どんどん、はけて裸になってきよるわけですけ

ども、これは市民の方々の税金で造った新庁舎

ですので、我々建設のこの常任委員会というの

はですね、しっかりとやっぱり見届けて、そし

てまたいろいろ今回についてもですね、エリア

についての使用料関係も出てきておりますので、

条例化が出てきておりますので、我々がやっぱ

りいち早くその現状を知るのが委員会の役目じ

ゃなかろうと思いますので、何かのときには、

コロナの収束等については、この委員会のメン

バーで現地の調査等々もさせていただければな

と、そのように思います。 

○委員長（上村哲三君） はい、分かりました。 

 ほかにありませんか。 

○委員（太田広則君） 全く山本委員の意見に

同感で、都市計画道路が非常に滞っていると思

うんですね。コロナと災害で、あっちに行った

んで。都市計画道路だけでもですね、管内視察

すると、非常に西片西宮線とか、あっちの南部

幹線、北部幹線も一緒ですけどね、いっぱい都

市計画道路が、今、計画が遅くなってると思い

ます。よろしくお願いしときます。 

○委員長（上村哲三君） はい、分かりました。 

 ほかにありませんか。 

○委員（前川祥子君） 私も同感で、老朽化し

ている施設整備、建設環境に関係する施設にお

いてではありますが、そういうところの調査と

いうものも、やはりコロナ禍というようなこと

ではありますが、そこも最大に注意しながら調

査していただきたいというふうに思います。 

○委員長（上村哲三君） はい。 

○委員（木村博幸君） 先ほどから道路につい

ていろいろお話もありましたが、それは予算は

ですね、それは市の予算だろうと思いますが、

道路については県道、国道とありますので、や

っぱり国と県と、その辺をうまく連携取って、

八代市とつながるところの工事はですね、スム

ーズに早くしていただくと。県も多分忙しいと

は思いますけど、予算がないと、実は前回ちょ

っと寄って話したんですが、予算が何かもう組

んでありますからということで、市はもう丸投

げ、県に。そうじゃなくて、少し早めてやって

くれることはできんとかと言いましたが、県は

県でやっぱり動くので、なかなかその辺の連携

が思うように市の意向が届いてないところもあ

るみたいでした。 

 そういった意味ではですね、コロナ禍とはい

え、やっぱり工事業者、災害で忙しい県なんで

しょうけど、やっぱ生活の基盤道路は、やっぱ

り言われたように安全第一というところもあり

ますので、そういう意味からもやっぱり国と県

とですね、連携を取り合って予算化をやってい

ただきたい、予算じゃない、執行ですね、予算

執行をすっとやっていただきたいなと思います。 
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○委員長（上村哲三君） ほかにありますか。 

（｢なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（上村哲三君） それでは、ただいま

の御意見は十分拝聴しましたので、考慮して進

めていきたいというふうに思っております。 

 それでは、次に、閉会中の継続審査及び調査

の件についてお諮りいたします。 

 当委員会の所管事務調査２件については、な

お調査を要すると思いますので、引き続き閉会

中の継続調査の申し出をしたいと思いますが、

これに御異議ありませんか。 

（｢異議なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（上村哲三君） 御異議なしと認め、

そのように決しました。 

 それでは、以上で本日の委員会の日程は全部

終了いたしました。 

 これをもって、建設環境委員会を散会いたし

ます。 

（午前１１時４３分 閉会） 
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